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跚
各
支
所
健
康
福
祉
課

6
8
―

0
0
1
1（
園
部
支
所)

、

6
8
―

0
0
2
2（
八
木
支
所)

、

6
8
―

0
0
3
2（
日
吉
支
所
）、

6
8
―

0
0
4
1（
美
山
支
所
）

戸
籍
・
住
民
異
動
・
印
鑑
登
録
・

各
種
証
明
な
ど
の
手
続
き
は
、
各
支

所
で
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
合
併

前
に
交
付
し
て
い
る
印
鑑
登
録
証

は
、
合
併
後
も
有
効
で
す
が
、
各
支

所
で
新
市
の
登
録
証
と
交
換
で
き

ま
す
。

●
窓
口
業
務
時
間
は
?

窓
口
の
業
務
時
間
は
、
本
庁
・
各

支
所
と
も
午
前
八
時
半
か
ら
午
後

五
時
十
五
分
ま
で
で
す
。
な
お
、
各

支
所
の
窓
口
で
は
、
第
二
・
第
四
水

曜
日
に
つ
い
て
は
住
民
票
・
印
鑑
証

明
お
よ
び
戸
籍
関
係
の
証
明
に
限

り
午
後
七
時
ま
で
業
務
を
行
っ
て
い

ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
郵
便
に
よ
る
請
求

業
務
時
間
内
に
窓
口
に
来
ら
れ

な
い
方
は
、
戸
籍
・
住
民
票
の
証
明

交
付
を
、
郵
便
で
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
便
せ
ん
な
ど
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、
手
数
料
分
の
定
額
小

為
替
、
請
求
者
の
住
所
・
氏
名
を
記

入
し
、
切
手
を
貼
っ
た
返
信
用
封
筒

を
同
封
の
う
え
、
市
民
課
へ
請
求
し

て
く
だ
さ
い
。

生
活
に
困
っ
て
い
る
方
、
心
身
に

障
害
の
あ
る
方
、
お
年
寄
り
お
よ

び
、
母
子
家
庭
な
ど
の
福
祉
の
増

進
の
た
め
の
各
種
相
談
や
援
助
を

行
っ
て
い
ま
す
。
民
生
児
童
委
員
、

社
会
福
祉
協
議
会
な
ど
と
連
携
を

図
り
、
広
く
市
民
福
祉
の
充
実
に
努

困
り
ご
と
相
談
な
ど

め
て
い
ま
す
の
で
お
気
軽
に
本

庁
・
各
支
所
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

●
市
役
所
以
外
の
無
料
相
談

暮
ら
し
の
な
か
で
の
困
り
ご
と

や
、
法
律
に
関
す
る
こ
と
な
ど
、

市
役
所
の
ほ
か
に
も
次
の
よ
う
な

相
談
窓
口
が
あ
り
ま
す
。
南
丹
市

内
以
外
の
相
談
窓
口
へ
は
、
電
話

で
の
相
談
と
な
り
ま
す
の
で
お
気

軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
特
設
人
権
相
談
・
行
政
相

談
・
心
配
ご
と
相
談
・
身
障
更
生

相
談
…
毎
月
第
一
・
第
三
火
曜
日

午
後
一
時
半
〜
四
時
　
跚
南
丹
市

社
会
福
祉
協
議
会(

7
2
―

3
2
2

0
）▽

人
権
相
談
…
月
曜
日
〜
金
曜

日
　
午
前
九
時
〜
正
午
　
午
後
一

時
〜
午
後
五
時
　
跚
京
都
地
方
法

務
局
園
部
支
局(

6
2
―

0
2
0
8
）

▽
女
性
の
相
談
…
月
・
火
・
木
・

金
・
土
　
午
前
十
時
〜
正
午
　
午
後

一
時
〜
午
後
六
時
、
日
・
祝
日
　
午

前
十
時
半
〜
正
午
　
午
後
一
時
〜

四
時
半
　
跚
京
都
府
女
性
総
合
セ

ン
タ
ー（
0
7
5
―

6
9
2
―

3
4
3

7
）▽

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
相
談

…
月
・
火
・
木
・
金
・
土
　
午
前
十

時
〜
正
午
　
午
後
一
時
〜
午
後
五

時
、
祝
日
　
午
前
十
時
半
〜
正
午

午
後
一
時
〜
午
後
四
時
半
　
跚
京

都
府
女
性
総
合
セ
ン
タ
ー（
0
7
5

―

6
9
2
―

3
2
2
8
）

▽
子
ど
も
に
関
す
る
相
談
…
月

曜
日
〜
金
曜
日
　
午
前
九
時
〜
午

後
五
時
　
跚
京
都
児
童
相
談
所(

0

7
5
―

4
3
2
―

3
2
7
8
）

▽
い
の
ち
の
電
話
…
電
話
対
応

の
み
　
二
十
四
時
間
対
応
　
跚(

0

7
5
―

8
6
4
―

4
3
4
3
）

▽
法
律
相
談
…
毎
月
第
三
月
曜

日(

休
日
の
場
合
　
第
二
月
曜
日
／

相
談
日
の
前
週
の
金
曜
日
の
午
前

9
時
か
ら
電
話
受
付
。
先
着
順
八

人
ま
で
）
午
後
一
時
〜
午
後
四
時

半
　
跚
京
都
府
南
丹
広
域
振
興
局

（
6
2
―

0
3
6
0
）

▽
交
通
事
故
相
談
…
毎
月
第
三

ま
た
は
第
二
火
曜
日
　
午
前
九
時

〜
午
後
四
時
　
跚
京
都
府
南
丹
広

域
振
興
局
（
6
2
―

0
3
6
0
）

笑顔であいさつ心がけています

住

所

変

更

の

手

続

き

や

証

明

は

？

▲園部支所

▲八木支所

▲日吉支所

▲美山支所

市役所では…市役所では…


